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ジェク
ト)管
理番
号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
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支援措置に係る提案事項の内容

総務省 0420010
地域再生計画に認定
された構想限定の権
限委譲

地方自治法第２
５２条の１７の２

　都道府県は、都道府県知事の権限に属
する事務の一部を、条例の定めるところに
より、市町村が処理することとすることがで
きる。その際、都道府県知事は、あらかじ
め、その権限に属する事務の一部を処理
し又は処理することとなる市町村の長に協
議しなければならない。また、市町村の長
は、その議会の議決を経て、都道府県知
事に対し、条例によりその権限に属する事
務の一部を当該市町村が処理することと
するよう要請することができる。この要請
があつたときは、都道府県知事は、速やか
に、要請した市町村の長と協議しなければ
ならない。

Ｄ－１
（４ｈａ
を越え
る農
地の
転用
の農
水大
臣の
許可
は除
く。）

―

都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、市町村が処理することについて、その内
容・範囲を都道府県知事と市町村長との協議
によって決定し、これを県条例に定めることに
よって可能である（4haを越える農地の転用の
農林水産大臣の許可は除く。）。なお、平成１
６年の地方自治法の改正により、市町村から
都道府県に対して当該条例を定めることを要
請できるようにしたところ。

1506 15062010 岩倉市

いわくら
の風土を
活かした
五条川文
化耕園構
想

　本市は、地域活力創出のために、これまで進めてきた五条川整備
を市域全体に拡大するためには、市街化調整区域の有効的な開発
が不可欠である。しかしながら、本市の狭小な市域のさらに約半分
を占める市街化調整区域(農振農用地)の開発については、実現に
向けて諸問題が山積しており、早期の計画実現のために、開発許
可及び農地転用許可の権限を地域再生計画に認定された構想の
期間と内容に限って、権限委譲を求めるものです。

・権限委譲事務の内容・範囲
　　都市計画法第29条の開発許可
　　農業振興地域の整備に関する法律第15条の15の農地転用許
可
・権限委譲元と委譲先
　　農林水産大臣、愛知県知事→岩倉市長
・権限委譲の方法
　　地域再生計画で認定された構想の期間と内容に限定

　なお、当該権限の市町村への委譲については、地方自治法第252
条の17の2及び愛知県事務処理特例条例により、現行でも対応可
能となっているが、すべての案件について、その権限を委譲される
ことは、本市のような小規模自治体にとっては、組織体制の強化、
専門的な知識の不足など、様々な課題をクリアしていく必要があり、
今後、相当な年数を必要とすることになるため、当該支援措置を提
案するもの。

総務省 0420020
認定された地域再生
計画の実施に係る権
限移譲

地方自治法第２
５２条の１７の２

　都道府県は、都道府県知事の権限に属
する事務の一部を、条例の定めるところに
より、市町村が処理することとすることがで
きる。その際、都道府県知事は、あらかじ
め、その権限に属する事務の一部を処理
し又は処理することとなる市町村の長に協
議しなければならない。また、市町村の長
は、その議会の議決を経て、都道府県知
事に対し、条例によりその権限に属する事
務の一部を当該市町村が処理することと
するよう要請することができる。この要請
があつたときは、都道府県知事は、速やか
に、要請した市町村の長と協議しなければ
ならない。

Ｄ－１
（４ｈａ
を越え
る農
地の
転用
の農
水大
臣の
許可
は除
く。）

―

都道府県知事の権限に属する事務の一部
を、市町村が処理することについて、その内
容・範囲を都道府県知事と市町村長との協議
によって決定し、これを県条例に定めることに
よって可能である（4haを越える農地の転用の
農林水産大臣の許可は除く。）。なお、平成１
６年の地方自治法の改正により、市町村から
都道府県に対して当該条例を定めることを要
請できるようにしたところ。

1510 15102010 犬山市

犬山城下
町再生構
想（現
犬山城下
町再生計
画）

　当市は、城下町地区（中心市街地）とその外縁部（市街化調整区域）を含む
区域で、それぞれの地域特性を生かした土地利用を行い、相互の有機的なつ
ながりにより総合的なまちづくりを進め、城下町の再生と市全域の経済の活性
化を図る地域再生計画「犬山城下町再生計画」を策定し、認定を受けた。
　計画の中で、外縁部（市街化調整区域）における大規模複合商業施設の誘
致については支援措置「地域再生支援のための『特定地域プロジェクトチー
ム』の設置」（11203）の他２つの支援措置（212032､210007）を要請している
が、計画の早期実現に向け、次に掲げる権限移譲を求めるものである。
○権限移譲事務の内容・範囲
　　　・都市計画法 第29条(開発許可)
　　　・農業振興地域の整備に関する法律　第15条の15
　　　　　　　　　　（農用地区域内における開発行為の制限）
　　　・農地法　第4条第1項(農地の転用の制限)
○権限移譲元と移譲先
　　　愛知県知事から犬山市長
　　（農地法 第4条第1項の対象面積が4haを越える場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産大臣から犬山市長）
○権限移譲の方法
　　　地域再生計画で認定されたものにつき『内容』を限定
　なお、当該権限の市町村への移譲については、地方自治法第252条の17の
2及び愛知県事務処理特例条例により、現行でも対応可能（農地法 第4条第1
項の対象面積が4haを越える場合を除く）であるが、全ての案件に対して上記
の権限を受けることは、小規模自治体にとって、ノウハウの蓄積不足・組織体
制強化など、様々な課題をクリアしていく必要があり、相当の年数を要すること
となるため、当該支援措置を提案。

総務省 0420030

　未利用国有地を都市
計画的な視点から有
効活用を進めるプロ
ジェクト支援措置

Ｅ

　提案内容にある国有地の処分・活用等に関
する事項及び高さ制限等の様々な規制に関
する事項については当省所管ではなく、参画
できる立場にない。

1523 15232030 八尾市

未利用国
有地を活
用した災
害に強い
まちづくり

　地元自治体のまちづくりを実現できることや国にとっても
有益な処分結果が得られるためには、「空港整備特別会
計｣所管の部門だけではなく、国有地を地域のまちづくり及
び防災活動に有効活用するために国の役割を十分に発揮
していただけるよう国土交通省、総務省を中心とした（仮
称）｢八尾空港西側跡地土地利用推進プロジェクトチーム」
を設置していただき、地元自治体と協力して、柔軟で多様
な手法による処分・活用等支援していただきたい。
　なお、この支援措置は、支援措置番号１１２０３（地域再生
支援のための特定地域プロジェクトチームの設置とは、対
象となる土地が国有地という国の所有物であるため、国の
主体性が高くなることや地元自治体がチームへ参画できる
などから新たな支援措置として提案するものです。
　なお、地域再生プロジェクトとして既に認められている支
援（1120３地域再生支援のための｢特定地域プロジェクト
チーム」の設置とは、対象となる地域が未利用の国有地で
あり、国の主体的な関与が必要であることから、同様な支
援となるかどうかが不明なため、提案します。

総務省 0420040

一定の規模、能力を備
えた道府県を「政令
県」として指定し、国の
地方支分部局の権限
を移譲する制度の創
設

地方自治法第２５

　政令で指定する人口五十万以上の市
（以下「指定都市」という。）は、都道府県が
法律又はこれに基づく政令の定めるところ
により処理することとされているものの全
部又は一部で政令で定めるものを、政令
で定めるところにより、処理することができ
る。

Ｃ Ⅰ

特定の都道府県に国から権限を移譲するこ
とは地方自治制度の根幹に関わる問題であ
り、全省庁的に議論を行わなければならない
ものである。そもそも指定都市制度は、戦後、
大都市を都道府県の区域外に置くこととした
特別市制度の廃止に伴い創設された経緯の
ある制度であり、国から都道府県への権限の
移譲を指定都市制度に類似するものとして扱
うことは不可能である。なお、広域自治体とし
ての道州制の導入について、第28次地方制
度調査会において議論される予定であり、そ
の結果を踏まえ制度の見直しを行う予定であ
る。

右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度検討
し、回答された
い。

　北海道の「道州制特区構想」が政府部内において現在取り組ま
れている中、国の地方支分部局の権限移譲という点で共通した
内容を持つ「政令県」についても、地方自治制度の所管省として
の考えを明らかにした上で、各省庁との調整が行われることを希
望する。
　なお、政令県制度の創設については、指定都市制度創設の経
緯にとらわれることなく、現状における必要性の観点から検討され
たい。

Ｃ Ⅰ

特定の都道府県に国から権限を移譲すること
は地方自治制度の根幹に関わる問題であり、
これを一般制度として導入することは、政府全
体で慎重に検討すべき課題である。
なお、「道州制特区構想」は、北海道からの要
望を踏まえ、政府内において今後の方針が検
討されることになると承知している。

　右の提案主体
からの意見を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

  緊迫する外交・防衛問題や持続的な国家経済・社会づくりなど
重要課題への的確な対応が求められる中、国、地方を通じた最
適な内政機能の再配置・再構築が求められている。
　本県では、内政制度全般について「政令県」や「道」も含めた改
革提案を行っており、こうした趣旨も踏まえ、今後早急に本県提案
について議論を深められるよう希望する。

Ｃ Ⅰ

ご指摘のとおり、国の役割を重点化
し、その機能を地方公共団体に移
譲することは必要なことである。
しかし、特定の都道府県に国から権
限を移譲することは地方自治制度
の根幹に関わる問題であり、これを
一般制度として導入することは、政
府全体で慎重に検討すべき課題で
ある。
なお、広域自治体のあり方につい
て、第28次地方制度調査会におい
て議論される予定である。

1576 15762010 静岡県
静岡政令
県構想

地方自治法の改正（道府県を対象とした第252条の19（指定都市の権能）と同
様の規定の新設）
＊　内容
　指定都市制度と同様に、一定の規模、能力を備えた道府県を「政令県」とし
て指定し、国の地方支分部局の権限の移譲を受けることにより、新公共経営
（ＮＰＭ）の下で、県域を一体とした地域経済対策や人材育成を一元的に進
め、地域の実情に合った効率的・効果的な行政運営を行う。
＊　権限の受入体制
　 静岡県には、約377万人（平成12年国勢調査）の県民が暮らしており、国際
比較では、シンガポール、ニュージーランド、アイルランドなど、一国に匹敵し
ている。また、全国第５位の財政力指数、職員の少なさ（対県民人口比）全国４
位、業務棚卸表などＮＰＭの積極的導入等、「政令県」たる行財政基盤と自治
能力を有している。
＊　権限移譲事務の例
総　務　省  有線テレビジョン放送施設の設置許可等
財　務　省  徴税事務の一元化等
厚生労働省  都道府県労働局の事務、保険医療機関の指
　　　　　　　導・監査等
農林水産省  国有林野の管理・経営、農地転用許可等
経済産業省  商工会議所の設立認可、簡易ガス事業の許
　　　　　　　認可等
国土交通省  道路の建設・管理、乗合バス事業の許認可等
環　境　省  国立公園内の各種許認可

総務省 0420050

地方への人材移転を
推進する「ヒューマン・
アルカディア構想」推
進プロジェクトチーム
の設置

－ － E
単に税の減免や特例措置を求めるものであ
る。

1419 14192011 宮崎県

ヒューマ
ン・アルカ
ディア構
想推進プ
ロジェクト
チームの
設置

地方への人材移転を推進することに関係する省庁によるプ
ロジェクトチームを東京に設置し、「ヒューマン・アルカディア
構想」に賛同する自治体も加えて、具体的な支援措置等を
一緒に検討する。

総務省 0420060
地域通貨に関するガイ
ドラインの策定

- - Ｄ－3

地域再生推進のためのプログラムに「地域通
貨モデルシステムの導入支援」が掲げられて
いるが、総務省の支援する地方公共団体が
発行主体（運営の委託は可能）となったＩＴを活
用した地域通貨モデルシステムに関しては、
関連法規に抵触するような問題は生じないも
のと考えている。

1127 11272010

特定非営
利活動法
人 青少
年地域
ﾈｯﾄ21

商店街の
賑わいを
創出する
放置自転
車対策構
想

地域通貨は、地域経済の活性化等の面からも今後様々な
形での発行が予想されるところであるが、現行法上の問題
点に対する具体的な基準が示されていないために、個々
の発行主体において「前払式証票の規制に関する法律」、
「出資法」、「銀行法」、「紙幣類似証券取締法」等関連法規
に抵触しないように工夫を凝らしているところである。しか
し、法的な規制がゆるいことが、逆に、地域通貨への一般
の信頼性を低くし、ひいては普及の妨げになっている。した
がって、国において早急に地域通貨に関するガイドライン
を策定するとともに、地方自治体による許可制度等をとり入
れるなど地域通貨の信頼性を高め、かつ、その導入の支
援を希望するものである。
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 04  総務省（地域再生　非予算）
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構想
(プロ
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号

支援措置
提案事項
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提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
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支援措置に係る提案事項の内容

総務省 0420070
公民館の営利事業者
への貸し出し

社会教育法第２
３条第１項
補助金等の適
正化に関する法
律第22条
地方財政法第5
条、第5条の2及
び第33条の7、
地方債許可方
針
他

＜原則＞
　地方債は、各事業ごとに許可され、ま
た、当該公用又は公共用の施設によって
住民が利益を受ける期間の範囲内で償還
年限は許可されている。したがって、許可
を受けた施設と異なる施設への転用にあ
たっては、地方債の繰上償還を行うことが
原則となっている。
＜地域再生支援措置10401「公共施設の
転用に伴う地方債繰上償還免除」＞
　公共施設の転用にあたり、地域再生計
画に位置づけられ、地域再生推進のため
に転用が必要であると認められる場合に
は、繰上償還を不要とする取扱いとする。
　なお、有償譲渡がなされる場合等償還財
源が生ずる場合には、原則として繰上償
還が必要となる。
　また、貸し手との契約において手続きを
定めている場合は、当該手続きが必要と
なる。

Ｄ―３

　公民館の全部あるいは一部を民間事業者
に貸し出し、そこでの営利事業（有料講座、講
演等）の運営をすることが公共施設の転用と
して認められる場合には、地域再生支援措置
10401「公共施設の転用に伴う地方債繰上償
還免除」の対象となり得るものである。

1006 10062010 個人
公民館
WMI

公民館の全部あるいは一部を民間事業者に貸し出し、そこ
での営利事業の運営を可能とする。また、そのような転用
の際に補助金の返還や、起債の一括償還を不要とする。

総務省 0420080
公立学校用地の転用
の弾力化

補助金等に係る
予算の執行の
適正化に関する
法律22条
地方財政方第５
条の２及び第33
条の７
地方債許可方
針

＜原則＞
　地方債は、各事業ごとに許可され、ま
た、当該公用又は公共用の施設によって
住民が利益を受ける期間の範囲内で償還
年限は許可されている。したがって、許可
を受けた施設と異なる施設への転用にあ
たっては、地方債の繰上償還を行うことが
原則となっている。
＜地域再生支援措置10401「公共施設の
転用に伴う地方債繰上償還免除」＞
　公共施設の転用にあたり、地域再生計
画に位置づけられ、地域再生推進のため
に転用が必要であると認められる場合に
は、繰上償還を不要とする取扱いとする。
　なお、有償譲渡がなされる場合等償還財
源が生ずる場合には、原則として繰上償
還が必要となる。
　また、貸し手との契約において手続きを
定めている場合は、当該手続きが必要と
なる。

Ｄ―３

　公立学校用地は、地域再生支援措置10401
「公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免
除」の「公共施設」に該当することから、同措
置の対象となり得るものである。

1022 10222010 稲城市

公立学校
用地の転
用の弾力
化

　国庫補助金や起債にて取得した学校用地について、統廃
合等により学校施設として未使用となり転用する場合は、
建築物に関する地域再生支援措置と同様な措置を講じる。
　１．国庫補助金を受けて整備された公立学校用地の財産
処分については、地域再生計画に資すると判断したとき
は、国庫納付金は不要とする。
２．起債を受けて整備された公立学校用地の財産処分に
ついては、地域再生計画に資すると判断したときは、繰上
償還を不要とする。

総務省 0420090
固定資産税評価方法
改善計画

地方税法第３８
８条、４０３条、
固定資産評価
基準（自治省告
示第１５８号（昭
和３８年１２月２
５日））第１章第
３節二（一）１
（２）、（３）

固定資産税における土地の評価は、全国
的な統一と市町村間の均衡を図るため、
固定資産評価基準に定められた評価方法
によって行われる。
地目が宅地の場合は、市町村の宅地の状
況に応じ主として市街地的形態を形成する
地域における宅地については路線価方式
によって評価される。

Ｃ・Ｅ Ⅰ・Ⅲ

路線価方式は、資産の価格を把握する仕組
みであり、規制という性格をもつものではな
い。
固定資産税は、資産の客観的な交換価値に
対して課税する財産税であり、資産所有者の
所得の状況など個々人の個別具体の人的要
素を評価に反映させることは、本税の性格に
なじまないものである。

1034 10342010 個人

固定資産
税評価方
法改善計
画

所管官庁職員、学識者、国民、3者に依る研究会の設立を
支援して頂き新たな固定資産税評価方法を作る。

総務省 0420100
介護老人福祉施設の
推進

・公立学校施設
整備費補助金
等に係る財産処
分の承認等に
ついて
・地方債許可方
針

　地方債は、各事業ごとに許可され、ま
た、当該公用又は公共用の施設によって
住民が利益を受ける期間の範囲内で償還
年限は許可されている。したがって、許可
を受けた施設の廃止にあたっては、地方
債の繰上償還を行うことが原則となってい
る。

Ｃ

　施設の転用ではなく、施設そのものが失わ
れてしまう場合については、地方債の元利償
還金を受益のない将来の住民に負担させるこ
とは適当でないことから、繰上償還をすること
が適当。

文部科学省の
回答では、「廃
校施設の敷地
上に他の公共
用施設を整備す
る場合におい
て、廃校施設を
解体する必要が
ある場合には、
国庫納付金を不
要とする取扱い
としている」とあ
るが、この点を
踏まえ再度検討
し、回答された
い。

Ｃ

　国庫納付金は、補助目的の達成という観点
からその取扱いが決められるものであると承
知しているが、地方債の繰上償還は、どの世
代の住民が負担することが適当であるかとい
う観点からその取扱いが決められるものであ
る。よって、施設の転用ではなく、施設そのも
のが失われてしまう場合については、補助金
の取扱いにかかわらず、地方債の元利償還
金を受益のない将来の住民に負担させること
は適当でないことから、繰上償還をすることが
適当。

1097 10972010 秋山村
介護老人
福祉施設
構想

国庫補助を受けて整備された公立学校の廃校校舎の財産
処分及び地方債の繰上げ償還について、従来より弾力的
な取り扱いで緩和されている中、地域環境・位置的背景か
ら廃校校舎敷地を転用、利用したいが、既存の施設では十
分な機能を有しない等、このようなやむを得ない場合にお
いての規制緩和のさらなる拡充として廃校校舎を解体して
も国庫納付金の納付不要及び地方債の繰上げ償還の不
要とすることで、事業計画の推進、地域（市町村）の活性化
を促す。

総務省 0420110

国庫補助事業で整備
する地域公共ネット
ワーク(地域イントラ
ネット網）の他用途利
用

情報通信格差
是正事業費補
助金交付要綱

地域イントラネット基盤施設整備事業等に
より整備された光ファイバ等については、
未利用光ファイバの利用を促進する観点
から、効果的に未利用部分が生じた場合
には届出等の簡易な手続きにより開放が
可能。

D-1

情報通信格差是正事業費補助金交付要綱に
ついて【補足事項】（平成15年5月19日付け総
情域第65号）に規定されている「情報通信に
係る地域格差を是正し、情報化の進展に対応
した住民サービスの向上を図るため、補助事
業者が本事業で設置した施設及び設備の一
部を当該補助事業者以外に使用させる場合」
においては、同交付要綱第20条に規定により
届出書の提出をもって、大臣の承認があった
ものとみなすこととなっており、簡易な手続に
より民間事業者等への開放は可能となってい
る。

1116 11162010 田島町
情報過疎
脱却プロ
ジェクト

　情報通信格差是正事業で整備する地域公共ネットワーク
を、既存テレビ共聴システムの地上デジタル化、インター
ネット化に向けた目的外利用を行っても、補助金の返還等
の措置を受けることなく認めていただきたい。

総務省 0420120

国庫補助事業で整備
する地域公共ネット
ワーク(地域イントラ
ネット網）の他用途利
用

情報通信格差
是正事業費補
助金交付要綱

地域イントラネット基盤施設整備事業等に
より整備された光ファイバ等については、
未利用光ファイバの利用を促進する観点
から、効果的に未利用部分が生じた場合
には届出等の簡易な手続きにより開放が
可能。

D-1

情報通信格差是正事業費補助金交付要綱に
ついて【補足事項】（平成15年5月19日付け総
情域第65号）に規定されている「情報通信に
係る地域格差を是正し、情報化の進展に対応
した住民サービスの向上を図るため、補助事
業者が本事業で設置した施設及び設備の一
部を当該補助事業者以外に使用させる場合」
においては、同交付要綱第20条に規定により
届出書の提出をもって、大臣の承認があった
ものとみなすこととなっており、簡易な手続に
より民間事業者等への開放は可能となってい
る。

1116 11162020 田島町
情報過疎
脱却プロ
ジェクト

　情報通信格差是正事業で整備する地域公共ネットワーク
を、携帯電話不通話地域解消のために、地域イントラネット
網の芯線を通信事業者に貸し出すという目的外利用を行っ
ても、補助金の返還等の措置を受けることなく認めていた
だきたい。
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省庁名
管理コー
ド
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該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

構想
(プロ
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ト)管
理番
号
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提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

支援措置に係る提案事項の内容

総務省 0420130

国庫補助事業で整備
する地域公共ネット
ワーク(地域イントラ
ネット網）の他用途利
用

情報通信格差
是正事業費補
助金交付要綱

地域イントラネット基盤施設整備事業等に
より整備された光ファイバ等については、
未利用光ファイバの利用を促進する観点
から、効果的に未利用部分が生じた場合
には届出等の簡易な手続きにより開放が
可能。

D-1

情報通信格差是正事業費補助金交付要綱に
ついて【補足事項】（平成15年5月19日付け総
情域第65号）に規定されている「情報通信に
係る地域格差を是正し、情報化の進展に対応
した住民サービスの向上を図るため、補助事
業者が本事業で設置した施設及び設備の一
部を当該補助事業者以外に使用させる場合」
においては、同交付要綱第20条に規定により
届出書の提出をもって、大臣の承認があった
ものとみなすこととなっており、簡易な手続に
より民間事業者等への開放は可能となってい
る。

1116 11162030 田島町
情報過疎
脱却プロ
ジェクト

　情報通信格差是正事業で整備する地域公共ネットワーク
を、第一種通信事業者免許を取得したＮＰＯ等がプロバイ
ダ事業を行う際に貸し出すという目的外利用を行っても、補
助金の返還等の措置を受けることなく認めていただきた
い。

総務省 0420140
他用途の民活特定施
設への転用（リニュー
アル）に対する支援

①転用に伴う整備
計画の処理
民間事業者の能
力の活用による特
定施設の整備の
促進に関する臨時
措置法第５条
②法執行期日以
降の支援措置
民間事業者の能
力の活用による特
定施設の整備の
促進に関する臨時
措置法第１０条及
び第１１条
③国庫補助金の
返還
補助金等に係る予
算の執行の適正
化に関する法律第
２２条

①特定施設の整備計画の認定を受けたも
のは、当該認定に係る整備計画の変更を
しようとする時は、主務大臣の認定を受け
なければならない。
②認定事業者が認定計画に従つて取得し
て特定施設又は当該特定施設の敷地であ
る土地については、地方税法で定めるとこ
ろにより、不動産取得税、固定資産税、特
別土地保有税又は事業所税について、必
要な措置を講ずる。
　国及び地方公共団体は、認定計画に係
る特定施設の整備の事業を実施するのに
必要な資金の確保またはその融通の斡旋
に努めるものとする。
③補助事業で取得した財産を、各省各庁
の長の承認を受けないで、補助金等の交
付の目的に反して使用してはならない。

C

①民間事業者の能力の活用による特定施設
の整備の促進に関する臨時措置法第５条は、
認定を受けた整備計画を変更する場合の規
定であり、１４号施設等新たな特定施設の整
備計画の認定は同法第４条による認定によっ
て行われることとなっている。
②民間事業者の能力の活用による特定施設
の整備の促進に関する臨時措置法の失効期
日以降の支援措置については、新たな税財
源措置が必要となるため不可能。

1132 11322011 洲本市

民活施設
の活用に
よる「みな
と」再生
構想

民活法に基づき整備した施設の転用後の用途が同法第２
条の特定施設のいずれかに該当するときは、転用に伴う整
備計画の処理を同法第５条の規定に基づき行うこととす
る。併せて、その整備事業に対しては、同法の失効期日で
ある平成１８年５月２９日以降も同法の適用があるものとす
るとともに、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律に基づく財産の目的外処分の禁止期間に関係なく、国
庫補助金の返還を要しないこととする。

総務省 0420150

地方債により建設した
病院施設の機能転換
に際しての地方債の
繰上償還の免除

地方財政法第5
条､第5条の2及
び第33条の7､
地方債許可方
針

＜原則＞
　地方債は、各事業ごとに許可され、ま
た、当該公用又は公共用の施設によって
住民が利益を受ける期間の範囲内で償還
年限は許可されている。したがって、許可
を受けた施設と異なる施設への転用にあ
たっては、地方債の繰上償還を行うことが
原則となっている。
＜地域再生支援措置10401「公共施設の
転用に伴う地方債繰上償還免除」＞
　公共施設の転用にあたり、地域再生計
画に位置づけられ、地域再生推進のため
に転用が必要であると認められる場合に
は、繰上償還を不要とする取扱いとする。
　なお、有償譲渡がなされる場合等償還財
源が生ずる場合には、原則として繰上償
還が必要となる。
　また、貸し手との契約において手続きを
定めている場合は、当該手続きが必要と
なる。

Ｄ―３

　病院は、地域再生支援措置10401「公共施
設の転用に伴う地方債繰上償還免除」の「公
共施設」に該当することから、同措置の対象と
なり得るものである。

1153 11532030 青森県

自治体病
院機能再
編成の推
進による
地域医療
体制の再
生構想

自治体病院機能再編成に当たり、病院事業債により建設し
た病院が、統合再編の結果病院として維持する必要が無く
なった場合、他の公共施設に転用する際の繰上償還を免
除する。

総務省 0420160

既存施設の高度化に
向けた改修の際に生
ずる、過去に補助事業
により取得した財産の
処分について、当該部
分の補助金の返還の
免除及び地方債の繰
上げ償還の免除

地方財政法第５
条、第５条の２
及び第３３条の
７
地方債許可方
針

農林畜水産業
関係補助金等
交付規則

　一般に、既存施設の高度化に向けた改
修は、許可を受けた施設と異なる施設へ
の転用には該当しないため、繰上償還は
不要である。
　また、貸し手との契約において手続きを
定めている場合は、当該手続きが必要と
なる。

Ｅ

　一般に、既存施設の高度化に向けた改修
は、許可を受けた施設と異なる施設への転用
には該当しないため、繰上償還は不要であ
る。
　また、貸し手との契約において手続きを定め
ている場合は、当該手続きが必要となる。

1301 13012020
櫛引町
朝日村

ケーブル
テレビジョ
ン高度活
用計画

過去に補助事業により取得した財産の処分について、高度
化をはかるための改修により処分することとなる財産につ
いて、当該部分の補助金の返還及び地方債の繰上げ償還
の免除を明示していただきたい。

総務省 0420170
地方債の繰り上げ償
還を免除

地方財政法
第５条第１項及
び第２項

＜原則＞
　地方債は、各事業ごとに許可され、ま
た、当該公用又は公共用の施設によって
住民が利益を受ける期間の範囲内で償還
年限は許可されている。したがって、許可
を受けた施設と異なる施設への転用にあ
たっては、地方債の繰上償還を行うことが
原則となっている。
＜地域再生支援措置10401「公共施設の
転用に伴う地方債繰上償還免除」＞
　公共施設の転用にあたり、地域再生計
画に位置づけられ、地域再生推進のため
に転用が必要であると認められる場合に
は、繰上償還を不要とする取扱いとする。
　なお、有償譲渡がなされる場合等償還財
源が生ずる場合には、原則として繰上償
還が必要となる。
　また、貸し手との契約において手続きを
定めている場合は、当該手続きが必要と
なる。

①　Ｄ
―３
②　Ｃ

①　港湾施設の目的外使用が、公共施設の
転用と位置付けられる場合には、地域再生支
援措置10401「公共施設の転用に伴う地方債
繰上償還免除」の対象となり得るものである。
②　行政財産から普通財産に変更を行う場合
については、地方債の元利償還金を受益の
ない将来の住民に負担させることは適当でな
いことから、繰上償還を行うことが原則とな
る。

右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度検討
し、回答された
い。

②行政財産から普通財産に変更を行う場合
「有償譲渡がなされる場合等、償還財源が生ずる場合には、原則
として繰上償還が必要となる。」とされているが、行政財産を普通
財産に変更し、それを貸付する場合において、繰上償還の免除に
ついて認めていただきたい。

①　Ｄ
―１
②　Ｄ
―３

　行政財産から普通財産に変更を行う場合に
ついては、地方債の元利償還金を受益のな
い将来の住民に負担させることは適当でない
ことから、繰上償還を行うことが原則となる。
　しかし、
①　地方債の発行により建設した施設につい
て、地方公共団体から民間事業者に対する貸
付け等の方法により事業主体の変更を行う場
合であっても、当該施設が低廉な利用料で広
く住民の利用に供されるか否か等を総合的に
勘案し、地方公共団体が自ら事業主体となる
場合と同様の公共性を有するときは、地方債
の繰上償還を要しないとしている。
②　行政財産を普通財産に変更し、それを貸
付けることが、地域再生のために必要な公共
施設の転用と位置付けられる場合には、地域
再生支援措置10401「公共施設の転用に伴う
地方債繰上償還免除」の対象となり得るもの
である。

1458 14582030 富山県

環日本海
交流拠点
みなと再
生事業

港湾施設の目的外（行政財産→普通財産への変更も含
め）使用の場合の地方債の繰り上げ償還を免除する。

総務省 0420180
都市再生開発特区・構
想
都市再生開発特区

地方税法第１
条、第５条、第７
０２条、第７３５
条

東京都の特別区の存する区域について
は、市町村がおかれておらず、都と特別区
が他の地域の道府県及び市町村の行政
に相当する行政を担当しているので、地方
税制についても特例が定められており、こ
の特別区の存する区域においては、都が
固定資産税を課するものとされている。

Ｃ Ⅰ

課税権のないものに課税免除の権限を移譲
することはできない。
また、特別区の区域内では、都市計画税を充
当すべき都市計画事業を都区で分担し、特に
都においてより多くの事業を実施していること
や各区の区域内の税収の偏在が著しいこと
から都税としており、区に都市計画税を移譲
することは適当でない。
（なお、特別区の課税権のあり方については、
大都市の行政の一体性確保の要請に配慮し
つつ、都と特別区の事務配分、それに対応し
た都と特別区の財源配分及び特別区相互間
の財政調整のあり方など、都区制度全体の中
で検討されるべき問題である。）

右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度検討
し、回答された
い。

　本区の提案した「都市再生開発特区」は、国の構造改革特別区
域推進の主旨を踏まえ、現行制度内の部分的かつ一過性の規制
緩和ではなく、制度そのものの基本構造を改革することにより、地
域自らの創意工夫による自立ある発展と活性化を目指すもので
ある。
　したがって、各省庁それぞれからの都市計画の決定権や課税
権の委譲は適切でない、あるいはできない等の対応案について
は提案のネライを適切に検討した結果ではないと考えている。省
庁間はもとより規制緩和の枠を超えた国際的都市間競争に打ち
勝つための総合的まちづくり手法とそれを支える財政の仕組みが
リンクした「特区」制度の創設を強く要望するものである。

Ｃ Ⅰ

特別区の課税権のあり方については、大都市
の行政の一体性確保の要請に配慮しつつ、
都と特別区の事務配分、それに対応した都と
特別区の財源配分及び特別区相互間の財政
調整のあり方など、都区制度全体に係る問題
であることから、ご提案主体と都（及びその他
の区）の間で、まず十分な調整がなされること
が必要であり、国が当事者間の協議に先立っ
て判断することは不適当である。

　右の提案主体
からの意見を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　税制度については、東京都と東京23区が議論すべき問題であり、かつ、
都市計画の権限委譲は検証中であり、国が先行して「特区」創設の検討は
できないとのご回答であるが、
　東京２３区の場合、市町村目的税である都市計画税の課税権が東京都
にあり、そのため、２３区の都市計画事業の財源となっている「都市計画交
付金制度」があるが、平成16年度予算では、都市計画税に占める割合は
約８％に過ぎない。
　また、東京都と２３区の都市計画費は、過去5年間の平均で概ね８：２の
割合であり、２３区の都市計画事業に対応した額が確保されていない。ま
た、交付金の適用事業も「限定」されたものとなっており、２３区として必要
なきめ細かな事業が対象となっていない。等々の課題があり、これらに関し
ては、ご回答のとおり東京都と23区の全体的検討課題であると認識され
る。
　一方、都心部の都市再生への取り組みは、国際的都市間競争に打ち勝
ち、これからの活力ある都市の創造のために緊急かつ重要な課題であり、
東京都と23区の論議を待って結論を得る権限委譲の問題とは別に「特区」
として早急にご検討いただき、都市計画とそれを支える財源が一体となっ
たまちづくりの新しい仕組みとして「都市再生開発特区」の創設を強く要望
する。（単にそれぞれの権限委譲ではなく「特区」としての新しいまちづくり
の仕組みを省庁の枠を超えてご検討いただきたい。）

Ｃ Ⅰ

特別区の課税権のあり方は、「再検
討要請に対する回答」で述べたとお
り、都と特別区の事務配分、それに
対応した都と特別区の財源配分及
び特別区相互間の財政調整のあり
方など、都区制度全体に係る問題
であり、ご提案内容は提案主体の
政策目的にとどまらず、都及びその
他の区に財政面をはじめとして影響
が及ぶものである。したがって、ま
ず当事者間で十分な調整がなされ
ることが必要である。

1528 15282020 千代田区
都市再生
開発構想

目的税（都市計画税）の課税免除の権限の基礎的自治体
への委譲及び特区税の創出と一体となった都市計画決定
権限の委譲
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 04  総務省（地域再生　非予算）

省庁名
管理コー
ド

支援措置に係る提案
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

支援措置に係る提案事項の内容

総務省 0420180  0
都市再生開発特区・構
想
都市再生開発構想

地方税法第１
条、第５条、第７
０２条、第７３５
条

東京都の特別区の存する区域について
は、市町村がおかれておらず、都と特別区
が他の地域の道府県及び市町村の行政
に相当する行政を担当しているので、地方
税制についても特例が定められており、こ
の特別区の存する区域においては、都が
固定資産税を課するものとされている。

Ｃ Ⅰ

課税権のないものに課税免除の権限を移譲
することはできない。
また、特別区の区域内では、都市計画税を充
当すべき都市計画事業を都区で分担し、特に
都においてより多くの事業を実施していること
や各区の区域内の税収の偏在が著しいこと
から都税としており、区に都市計画税を移譲
することは適当でない。
（なお、特別区の課税権のあり方については、
大都市の行政の一体性確保の要請に配慮し
つつ、都と特別区の事務配分、それに対応し
た都と特別区の財源配分及び特別区相互間
の財政調整のあり方など、都区制度全体の中
で検討されるべき問題である。）

5067 50670002 千代田区 0
目的税（都市計画税）の課税免除の権限の基礎的自治体
への委譲及び特区税の創出と一体となった都市計画決定
権限の委譲

総務省 0420200
自動車税の車検時納
入制度の導入

地方税法
第１４５条、第１
４８条、第１４９
条、第１５０条、
第１５１条

　現在、自動車税の賦課については、主た
る定置場所在の都道府県において、その
所有者に課するものとされており、その賦
課期日は毎年４月１日（年度途中の取得
は月割り課税）である。
（なお、道路運送車両法に基づく継続検査
は、自動車の使用者に対して行われる。）

Ｃ Ⅰ

特区において自動車税の車検時徴収を実施するた
めには、主なものだけでも次に掲げるような問題点
があり、実現可能性については疑問がある。（今後、
提案者である北海道においてこれらの問題点を解
決できるかどうか、十分な検討が必要。）

①　専ら自動車税の徴収コストを下げることを目的
に、車検時における納税者の負担が、北海道（特
区）内においてのみ、一時的に増加（2000CCクラス
で約８万～１２万円程度増）するが、納税者の理解
が得られているのかどうか。（逆に、自動車税を毎年
納付するという納税者の負担軽減は、口座振替やマ
ルチペイメントシステム、コンビニ納税の活用で可能
と考えられる。）
②　自動車税の納税義務者は「所有者」、車検を受
ける義務が課せられているのは「使用者」と異なる。
③　自動車税の賦課期日は４月１日とされている
が、車検時徴収における賦課期日をどうするか。
④　継続検査は登録地以外でも受けることができる
が、北海道（特区）において継続検査をうける他県登
録の自動車、他県において継続検査を受ける北海
道登録の自動車への課税をどうするのか疑問。

提案の内容の
実現のために
は、数々の問題
点があるという
ことだが、右の
提案主体の意
見を踏まえ、基
本方針にもある
とおり、提案の
内容について、
「実現するため
にはどうすれば
よいか」という方
向で検討された
い。

北海道においては、自動車が移動の交通手段として欠かせないものとなっ
ており、税務側にとって「大幅に徴税コストを削減することができ」、納税者
側にとって「車検切れ自動車を自動車税の課税客体から除かれるととも
に、現在使用していない自動車に課税されることがない」自動車税の車検
時納入制度を導入することは有用なことである。
 ①  納税者の車検時における一時的な負担はかなり増大することとなる
が、徴　税コストが削減されることから、自動車税率をある程度下げること
ができ、結果として現在使用していない車両について課税されることがない
こと、１００％徴収することによる納税者の自動車税に対する信頼を得るこ
とができるなど、税務側と納税者側の双方に有用なものである。
②  自動車税の納税義務者は「所有者」、車検を受ける義務が課せられて
いるのは「使用者」となっているが、現実に自動車の財産的価値を享受す
る車検証上の使用者を納税義務者である所有者とみなすことによって特に
問題は生じない。
③  現行の自動車税の賦課期日は４月１日とされているが、車検時徴収に
おける賦課期日は各種（新規・構造変更・転入）登録時又は継続検査時と
なる。
④  北海道において継続検査をうける他県登録の自動車について課税す
ることができないことは勿論のことであるが、他県において継続検査をうけ
る北海道登録の自動車については課税することとなる。この問題について
は、国において構築するワンストップサービスのシステムを利用することに
より解決することができる。

Ｃ Ⅰ

①　北海道のみにおいて納税者の一時的な負担が大きく増
えることについては、非常に大きな問題であると考えている
が、本当に道民の理解が得られているのか、あるいは車検
時徴収を求める課税庁以外からの声があるのかどうかつい
て、回答がない。あわせて、特区内についてのみ納税者の一
時的な負担が大きく増えることについて、憲法95条との関係
についても、疑義がある。さらに「自動車税率をある程度下げ
る」とあるが具体的にどのようなことを考えているのか、不
明。（なお、自動車税の徴収率については、現行制度におい
ても徴収努力などにより99％超を実現している県もあるとこ
ろ。）
②　「車検上の使用者を納税義務者である所有者とみなすこ
とによって特に問題は生じない」とあるが、登録上の所有者
の納税義務を免除するのか、車検上の使用者を納税義務者
とするのか、実質的に使用者課税となった場合に財産課税と
しての自動車税の課税根拠が失われ、自動車重量税と二重
課税との懸念が生じないか、などの問題がある。
③　各種登録時又は継続検査時にどの額の徴収を行うの
か、還付をどう考えるのかなどについて不明である。また、各
種登録時又は継続検査時における徴収をどの機関が行うの
かについても不明である。（なお、車検・登録に当たって、ワ
ンストップサービスが義務づけられていないことに留意が必
要。）
④「他県において継続検査を受ける北海道登録の自動車に
ついては課税」とあるが、ワンストップサービスを利用しない
者については具体的にどのように課税するのか不明である。

　右の提案主体
からの意見を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

北海道においては、自動車が移動の交通手段として欠かせない
ものとなっており、税務側にとって「大幅に徴税コストを削減するこ
とができ」、納税者側にとって「車検切れ自動車を自動車税の課
税客体から除かれるとともに、現在使用していない自動車に課税
されることがない」自動車税の車検時納入制度を導入することは
極めて有用なことであり、提案事項の実現について再度検討して
いただきたい。

Ｃ Ⅰ

提案事項の実現について再度検討
したが、特区において自動車税の
車検時徴収を実施するためには、
前回、前々回にあげたような問題点
があり、実現可能性については疑
問がある。（今後提案者である北海
道においてこれらの問題点を解決
できるかどうか、十分な検討が必
要。）

1589 15892010 北海道

行政のワ
ンストップ
サービス
推進プラ
ン

国におけるワンストップサービスの構築を機に、自動車重
量税と同様、自動車税についても車検時に車検有効期間
分をまとめて納付するシステムに改める。

総務省 0420210
介護老人福祉施設の
推進

・公立学校施設
整備費補助金
等に係る財産処
分の承認等に
ついて
・地方債許可方
針

　地方債は、各事業ごとに許可され、ま
た、当該公用又は公共用の施設によって
住民が利益を受ける期間の範囲内で償還
年限は許可されている。したがって、許可
を受けた施設の廃止にあたっては、地方
債の繰上償還を行うことが原則となってい
る。

Ｃ

　施設の転用ではなく、施設そのものが失わ
れてしまう場合については、地方債の元利償
還金を受益のない将来の住民に負担させるこ
とは適当でないことから、繰上償還をすること
が適当。

文部科学省の
回答では、「廃
校施設の敷地
上に他の公共
用施設を整備す
る場合におい
て、廃校施設を
解体する必要が
ある場合には、
国庫納付金を不
要とする取扱い
としている」とあ
るが、この点を
踏まえ再度検討
し、回答された
い。

Ｃ

　国庫納付金は、補助目的の達成という観点
からその取扱いが決められるものであると承
知しているが、地方債の繰上償還は、どの世
代の住民が負担することが適当であるかとい
う観点からその取扱いが決められるものであ
る。よって、施設の転用ではなく、施設そのも
のが失われてしまう場合については、補助金
の取扱いにかかわらず、地方債の元利償還
金を受益のない将来の住民に負担させること
は適当でないことから、繰上償還をすることが
適当。

1097 10971010
山梨県秋
山村

介護老人
福祉施設
構想

国庫補助金を受けて整備された公立学校の廃校校舎の財
産処分の承認、国庫納付金を不要とする範囲の拡大及び
公立施設の解体に伴う地方債繰上げ償還を不要すること
により廃校校舎を解体して介護老人福祉施設を建設する。

総務省 0420220

人間同士の「会話の
力」による＜声かけ型
＞の元気支援ネット
ワーク構想

電気通信事業
法第2、6、9、
16、41、52条

電話回線等の通信回線を設置して事業を
営む電気通信事業者に対しては、参入に
あたり、登録ないし届出の手続が必要であ
り、また、その事業の用に供する通信回線
その他の電気通信設備については、電気
通信設備の損壊または故障により、電気
通信役務の提供に著しい支障を及ぼさな
いようにすること等を確保する観点から定
めている技術基準に適合するように維持
する義務が課せられている。

D-
1(一
部C)

電話回線等の通信回線を設置する事業者に
ついては、制度の現状に記したとおり、電気
通信事業法に基づく規律（参入規制、技術基
準適合維持義務等）、その責任も明確化され
ている。なお、電話機等の端末設備について
は、その管理責任の観点から（事業者を規律
する法律である）電気通信事業法で新たな規
律を課することは困難。

右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度検討
し、回答された
い。

電話機等の端末設備については、その管理責任の観点から電気通信事業法で新たな
規制を課することは困難と有りますが、国は、地方自治体に緊急通報体制の整備を推
進させるため、緊急通報用電話機の規格を統一、補助金を出してきました。全国に８０
万台以上の緊急通報用電話機が設置されていると言われています。緊急通報用電話
機は、お年寄りにとっては命綱ですが保守点検しなくても管理責任が全く問われないた
め、一度設置すると半ば放置状態に置かれているのが現実です。国が補助金を出すた
めに規格を統一した物である以上、管理責任を強く求めるべきです。最低一日一回は
電話機(電話回線を含む）の正常稼動を証明し、管理責任を明確にさせるべきです。お
年寄りの生命軽視の緊急通報システムに警鐘を鳴らしています。政府は、新潟県の集
中豪雨災害の犠牲者が、一人暮らしや寝たきりのお年寄りに集中したことを受け、避
難・救助や安否確認の情報を双方向でやりとりしたり、携帯電話でお年寄りの居場所を
知らせたりするシステムの開発を検討していますが、災害時など緊急事態発生時に
は、非常ボタンを押したり、携帯電話を掛けたりすることはできません。その事実とし
て、最近、緊急通報用電話機を設置している一人暮らしのお年寄りの孤独死が全国で
多発しています。今年2月２日には守口市内で、市の緊急通報用電話機を設置している
一人暮らしのお年寄りが、三日間、浴槽の中で孤独死していたのが発見されています。
守口市の緊急通報用電話機一式は貸与ではなく給付になっています。税法上問題にな
りませんか。新潟県の集中豪雨災害では、一組の高齢者夫婦と３人の一人暮らしのお
年寄りが、三日間、誰にも安否確認されず泥水の中に放置されていました。そこで、災
害時など緊急時の情報発信基地である「FMひらかたラジオ局」と電話機本来の機能で
ある「会話の力」で、高齢者の方々の容体や安否を毎日定時に自動的に確認すると同
時に、電話機（電話回線を含む）の正常稼動を証明し、管理責任を明確にできる”お
たっしゃコール”を組み合わせ、災害時など緊急時における高齢者の方々の安否確認
や救援体制の整備に役立つ｢高齢者救援活動支援ネットワーク」づくりを目指して、”お
たっしゃコール”モデリング事業を、９月１日の防災の日までに実施します。モデリング
事業を通して、国が補助金の対象として規格統一した緊急通報用電話機のずさんな管
理体制を明らかにします。

Ｃ －

　電話機等の端末設備については、前回の回
答どおり、その管理責任の観点から（事業者
を規律する法律である）電気通信事業法で新
たな規律を課することは困難である。
　なお、提案主体からのご意見にある「緊急通
報体制整備事業」において配備等された電話
機の管理責任については、当該事業の枠組
みの中で明確化すべきものと思慮される。

　右の提案主体
からの意見を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

電話機等の端末設備については、電気通信事業者を規律する法である電気通信事業
法で、新たな規律を課することは困難と回答されていますが、電気通信事業者が、地
方自治体に直接緊急通報用電話機を販売設置している場合は、電気通信アクセシリビ
ティの確保を毎日証明する義務がありませんか？５年前、０６地域の電話番号が変わり
ました。０６地域には、電気通信事業者の緊急通報用電話機が約１万台設置されてい
ました。１０ケ月間かけて一台一台入力データの変更作業を実施したところ、１千３百台
の電話機が行方不明等で変更作業ができなかったことが判明、そのずさんな管理体制
が明らかになっています。電気通信事業者のデータ管理責任者は、設置台数の１２～１
３％の電話機が毎年使い捨てられていると話していました。０６地区の自治体の昨年度
の緊急通報の予算は、５億７千３百万円で、その半分近くが電話機の購入に当てられ
ています。無駄遣いと解っていても、今までに３０億円以上の税金を投入しているため
変更できないそうです。電気通信事業者は、保守点検しなくても管理責任が全く問われ
ない事を知っていながら緊急通報用電話機の販売設置を続けています。緊急通報用電
話機は、お年寄りにとっては命綱であり、その保守点検は一刻たりともおろそかにでき
ません。関西電力の美浜原子力発電所では、保守点検漏れが大惨事を引き起こしてい
ます。最近、緊急通報用電話機を設置している一人暮らしのお年寄りの孤独死が多発
していますが、死亡原因に不自然な点がなければ、例え非常ボタンや緊急通報装置が
通報不能な状態になっていても、単なる事故死として処理されています。この中には、
原子力発電所の保守点検漏れ事故と同じことが起きています。国民は、現状の緊急通
報体制に不安と不信感を持ち始めています。緊急通報用電話機を販売設置している電
気通信事業者には、安全管理に対する認識の甘さが見て取れます。電気通信事業者
を規律する法で安全管理について規律を課すことは困難ですか、お尋ね致します。緊
急通報用電話機の製造メーカーや設置業者には、「緊急通報体制整備事業」の枠組み
の中で管理責任を明確にするよう、ご指導をお願い致します。

Ｃ －

前回回答のとおり、提案主体からの
ご意見にある「緊急通報体制整備
事業」において配備等された電話機
の管理責任については、あくまで当
該事業を所管する省庁若しくは事業
主体（地方自治体）自身が検討、措
置すべきものと考えられる。（当該
事業を管轄していない当省としては
コメントする立場にない。）
なお、電気通信事業法は電気通信
事業者の行う電気通信事業に関し
規律する法律であり、電話機等の
端末設備について、その管理責任
の観点から、同法で新たな規律を課
することは困難。（緊急通報用電話
機を販売設置する事業自体は、電
気通信事業法上、電気通信事業に
は該当しない。）

1125 11252010

NPO法人
ﾃﾞｲｺｰﾙ
ｻｰﾋﾞｽ協
会

人間同士
の「会話
の力」に
よる声か
け型の元
気支援
ネット
ワーク構
想（現
人間同士
の肉声に
よる「会
話の力」
が心の人
間大国日
本を実
現）

人間同士の「会話の力」による＜声かけ型＞の元気支援ネットワーク構想とし
て再提案する。
・緊急通報体制整備事業の通報用電話機購入補助金の見直し要望
日本国内の独居老人宅に設置されている緊急通報用電話機は50万台以上に
なっている。最近、緊急通報用電話機を設置している独居老人宅で孤独死が
多発している。緊急通報システムは、高齢者の身体のケアに関して全く無力で
ある。保守点検や通信回線を含めたシステムの正常稼動を毎日証明しなくて
も、責任は問われない。地方自治体が補助金で緊急通報装置一式を購入して
いるが、死亡や転居で短期間の使用でも、通報装置は回収されず使い捨てと
いう補助金の無駄使いが行われている。
・規制緩和要望として、緊急通報システムが在宅ケアで利用されるためには、
ハードやソフトの開発のみならず高齢者への精神的な影響を含めて、検証す
る必要がある。情報通信アクセス協議会部会長で、岩手県立大学の伊藤憲三
教授が、緊急通報用電話機は、アクセシビリティの確保を毎日証明し、管理責
任を明確にできる機能を持たせるよう製造メーカーに警鐘を鳴らしている。電
話機本来の機能は、人間同士の肉声を介する心の交流「会話の力」である。
緊急通報用電話機は、管理責任が全く問われないため、「会話の力」の人間
同士を機械化という手抜きの効率化を謀った欠陥商品である。製造メーカー
は、この事実を知っていながら、金儲けのために販売している。”おたっしゃ
コール”は、毎日定時に自動的に「会話の力」で高齢者の容態や安否を確認す
ると同時に、電話機（通信回線を含む）やシステムの正常稼動を証明し、管理
責任を明確にすることができる。この機能が緊急通報用電話機には絶対必要
であり、義務化する規制改革を要望する。

総務省 0420230

過疎地にインフラ施設
を構築する事業(農村
総合整備事業、農村
振興総合整備事業、
新山村振興等農林漁
業特別対策事業、特
定農山村総合支援事
業など）で作られるイン
フラストラクチャー（情
報関係）を都心のオ
フィス街区の防災対応
に活用させる提案

地域間交流施
設整備事業費
補助金交付要
綱

地域間交流施設整備事業費補助金につ
いては、都市等との地域間交流の促進を
図るための施設整備を推進するため、過
疎地域自立促進特別措置法第２条第２項
により公示された市町村等を対象としてい
るところ。

Ｅ Ⅰ
過疎地域自立促進特別措置法の要件に嬬恋
村及び千代田区が該当していないため。

1253 12532020

東京駅･
有楽町駅
周辺地区
帰宅困難
者対策地
域協力会

千代田
区・嬬恋
村連携震
災疎開通
信システ
ム・リゾー
トオフィス
構想

千代田区と防災協定を締結している嬬恋村にてリゾート施
設を構築（もしくは既存施設を活用）し、また同時に地域
LANを敷設し、千代田区のオフィス街の地域ＬＡＮと嬬恋村
のリゾート施設周辺の地域ＬＡＮを専用の高度情報回線で
接続する。平常時は、リゾート情報、あるいは音楽祭などの
イベント情報を千代田区と嬬恋村が相互に流し、被災時
は、ＮＴＴ回線が輻輳した場合に、千代田区オフィス街の通
信機能のバックアップ役や、相互が被災した場合の一時疎
開場所や支援基地として機能する。また交流事業として、
東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会所
属企業が嬬恋村のリゾート施設に会費を支払い、嬬恋村
から定期サービスとして周辺の観光施設の利用についてを
地域協力会所属企業に優待等の便宜を図るとともに、被災
時は臨時のバックアップオフィスとしてリゾート施設を活用
する。

総務省 0420240

（②部分）
①第２種電気通信事業者
による料金徴収における
規制緩和、及び５Ｇｈｚ帯
以上の高速無線帯域を利
用する場合の無線局免許
取得の規制緩和

②加入者系光ファイバー
網設備整備事業による住
民アクセス網整備の補助
事業において、離島・山村
地域等の要件について、
広域圏の場合も対象とす
る補助要件の拡大

③携帯電話不感地域にお
いて、無線等整備や空
ファイバー等の利用によ
る不感地域解消のための
国による携帯電話各社へ
の要請

（②部分）
地域情報通信
ネットワーク基
盤整備事業費
補助金交付要
綱

（②部分）
過疎地域等の条件不利地域の町村が加
入者系光ファイバ網を整備する際に、所用
経費の一部を補助。

（②部
分）
Ｃ

（②部
分）
Ⅳ

（②部分）
本件補助事業は過疎法、山村振興法等の法
律の定める要件を満たす地域を含む町村を
補助対象とするものである。従って山村振興
法の規定による山村を含まない自治体まで補
助対象として拡充することは困難。

本提案は、イ
コールフィッティ
ングの観点か
ら、現行補助要
件と同等のもの
を、補助対象事
業を共同実施す
る町村等を一の
単位として適用
できるよう求め
ており、これに
ついて右の提案
主体の意見を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　喜多方地方広域市町村圏組合の構成市町村においては、全域が豪雪地
帯（一部特別豪雪地帯）であり、面積の約３／４を過疎地域が占め、振興山
村の要件である林野率は０．７７（法の要件は０．７５以上）を示し、人口密
度は約６６人／㎢（法の要件は１１６人／㎢未満）と約半分しかありませ
ん。総面積は１，０８６．７４㎢に対し、総人口７１，５５７人で、１０万人を下
回る状況であります。また、少子高齢化も進んでおり、気象的、社会的、地
形的に条件不利が重複した地域であり、かつ、小規模な自治体が連坦した
地域であるということが言えます。
　このように、小規模な市町村の集合体においては、各市町村が個別に加
入者系光ファイバー網設備を整備することは効率が低く現実的ではないこ
とから、社会的・経済的に同一の区域を一括して整備するための手段とし
て、当地区を振興山村区域と同等の区域とみなし、地域情報通信ネット
ワーク整備事業の補助対象地域となるよう、地域再生提案を行ったところ
であります。
　また、当広域圏においては、平成１４年度の喜多方地方広域圏情報通信
ネットワーク整備により、行政機関における回線整備がなされたところであ
り、この光ファイバーの空き回線を利用した広域圏全体の加入者系光ファ
イバー網整備が可能な状態となっております。
　つきましては、当地区が過疎法、振興山村法に定められた区域と同等以
上の条件不利地域であり、ＩＴ化において都市部との格差が拡大しており、
今後も拡大しつづける懸念があることを踏まえ、総務省において、採択基
準の見直しを行わないという結論に至った経緯について説明をお願いしま
す。

（②部
分）
Ｃ

（②部
分）
Ⅳ

ブロードバンド（ＦＴＴＨ）サービスは、市レベルを中心に普及
が進展（本年６月末時点は７６．３％）しているが、採算性等
の問題から民間事業者の投資が期待しにくい過疎地域等の
条件不利地域の町村においては、地理的要因によるデジタ
ル・ディバイド（情報格差）が生じており、その格差是正が喫
緊の課題となっている。
このような背景から、加入者系光ファイバ網設備整備事業を
実施することにより地方公共団体による地域の情報化の取り
組みを支援しているところ。
条件不利地域の範囲としては、過疎法等の国の特別な地域
振興を図る制度の指定を受けている地域を含む町村を対象
としているものである。（従って、イコールフッティングの観点
からも、それ以外の市町村を含めることは適当でないと考え
る。）
また、実態としても、過疎法等の指定のない市町村のＦＴＴＨ
普及率が５３％であるのに対し、過疎法等の指定を受けてい
る町村の普及率は９．２％になっており、限られた予算（平成
１６年度８．３億円　全国で６ヶ所交付予定）を配分する際に
は、指定を受けている町村に重点配分することが適当である
と考えられる。
　従って、既に回答したとおり山村振興法等の規定による指
定のない自治体まで補助対象として拡充することは困難。
なお、補助対象地域以外の市町村であっても、地域活性化
債等の地方財政措置を講じているところである。

1376 13762011

喜多方地
方広域市
町村圏組
合
(喜多方
市､熱塩
加納村､
北塩原
村､塩川
町､山都
町､西会
津町､高
郷村)

過疎地域
等におけ
る情報通
信格差解
消による
地域再生
プラン

①現在は第２種電気通信事業者が料金徴収を行う場合
は、第１種電気通信事業者（電気通信主任技術者）が介在
することが必要なため、第２電気通信事業者のみでもサー
ビス提供や料金徴収を可能とする。

②「離島・山村地域等」とされている要件において、複数の
市町村が事業を行う場合、その合計した人口、面積、林野
率が、山村振興法に定められる振興山村の数値要件（人
口密度116人/km2未満で林野率0.75以上）を満たす場合
は補助対象とする。

③山間部や遠隔地における携帯電話不感地域の解消し、
ブロードバンドとともに早期の情報通信格差是正をはかる。
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 04  総務省（地域再生　非予算）

省庁名
管理コー
ド

支援措置に係る提案
事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対
する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番
号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

支援措置に係る提案事項の内容

総務省 0420250

（③部分）
①第２種電気通信事業者
による料金徴収における
規制緩和、及び５Ｇｈｚ帯
以上の高速無線帯域を利
用する場合の無線局免許
取得の規制緩和

②加入者系光ファイバー
網設備整備事業による住
民アクセス網整備の補助
事業において、離島・山村
地域等の要件について、
広域圏の場合も対象とす
る補助要件の拡大

③携帯電話不感地域にお
いて、無線等整備や空
ファイバー等の利用によ
る不感地域解消のための
国による携帯電話各社へ
の要請

（③部分）
情報通信格差
是正事業費補
助金交付要綱
（移動通信用鉄
塔施設整備事
業）

（③部分）
過疎地等において市町村が移動通信用鉄
塔施設を整備する場合に、国がその設置
経費の一部を補助する（携帯電話事業者
の参画が前提となる。）。

（③部
分）
Ｄ－１

（③部分）
携帯電話事業者に対し、地域公共ネットワー
クの未利用光ファイバを利用することなどによ
り、移動通信用鉄塔施設整備事業に一層参
画するよう要請する。

貴省回答では、
対応策として一
層の要請を行う
としながら、現
行の規定意によ
り対応可能（D-
1)としている。
今後の具体的
な対応策（措
置）とその実施
時期について、
再度検討し、回
答されたい。

（③部
分）
Ｄ－１

　提案内容は規制に係るものではないため、
現行の規定により対応可能。
　なお、携帯電話事業者への要請はこれまで
も随時行っているところであり、今後も機会を
捉えて要請してまいりたい。

1376 13762012

喜多方地
方広域市
町村圏組
合
(喜多方
市､熱塩
加納村､
北塩原
村､塩川
町､山都
町､西会
津町､高
郷村)

過疎地域
等におけ
る情報通
信格差解
消による
地域再生
プラン

①現在は第２種電気通信事業者が料金徴収を行う場合
は、第１種電気通信事業者（電気通信主任技術者）が介在
することが必要なため、第２電気通信事業者のみでもサー
ビス提供や料金徴収を可能とする。

②「離島・山村地域等」とされている要件において、複数の
市町村が事業を行う場合、その合計した人口、面積、林野
率が、山村振興法に定められる振興山村の数値要件（人
口密度116人/km2未満で林野率0.75以上）を満たす場合
は補助対象とする。

③山間部や遠隔地における携帯電話不感地域の解消し、
ブロードバンドとともに早期の情報通信格差是正をはかる。

総務省 0420260

地域イントラネット整備
事業等による地域公
共ネットワークの整備
における接続施設の
要件の緩和

総務省では地域イントラネット基盤施設整
備事業等により、学校、図書館、公民館、
市役所などを高速・超高速で接続する地
域公共ネットワークの整備に取り組む地方
公共団体等を支援しているところ。

D-1

地域イントラネット基盤施設整備事業等を活
用し学校、公民館、市役所などの公共施設や
駅のホームなど人の集まりやすい場所を高
速・超高速で接続した地域公共ネットワーク上
で観光情報を提供するアプリケーションを展
開することは可能。

本提案では、地
域公共ネット
ワークの接続先
として旅館･ホテ
ル等の観光施
設を追加できる
よう求めており、
これについて、
右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度検討
し、回答された
い。

　現行制度でも地域イントラネット整備事業等により整備した地域
公共ネットワーク上で観光情報を提供できることは示していただ
いたが、地域イントラネット整備事業等の地域公共ネットワークの
整備において、高速情報通信基盤の脆弱な地域で、旅館・ホテル
等の観光施設を接続先として拡大し、観光客に観光情報を提供
するだけでなく、高速インターネット環境を提供するために当該地
域公共ネットワークを利用することに対する見解を示していただき
たい。

Ｄ－１

　提案内容を実現するには予算関連の措置
が必要と考えられる。
　なお、すでに情報通信格差是正事業費補助
金交付要綱について【補足事項】（平成15年5
月19日付け総情域第65号）に規定されている
「情報通信に係る地域格差を是正し、情報化
の進展に対応した住民サービスの向上を図る
ため、補助事業者が本事業で設置した施設及
び設備の一部を当該補助事業者以外の者に
利用させる場合」においては、同交付要綱第
20条の規定により届出書の提出をもって、大
臣の承認があったものとみなすこととなってお
り、簡易な手続により民間事業者等への開放
は可能となっている。

地域再生（予算
関連項目）に移

行
1578 15782070

静岡県､沼
津市､熱海
市､三島
市､伊東
市､下田
市､伊豆
市､東伊豆
町､河津
町､南伊豆
町､松崎
町､西伊豆
町､賀茂
村､伊豆長
岡町､戸田
村､函南
町､韮山
町､大仁
町､清水
町､長泉町

伊豆地域
交流拡大
構想

地域イントラネット整備事業等による地域公共ネットワーク
の整備において旅館・ホテル等の観光施設への接続の容
認を求める。

総務省 0420270

○新エネルギーの開
発・実用化に向けた実
証実験にかかる許認
可権限の移譲

消防法第10条、
第11条

指定数量以上の危険物については、原則
として製造所等以外での貯蔵、取扱いが
禁止されている。
製造所等の設置については市町村長等の
許可を受けなければならない。

ｃ
消防法上の許認可等は、当該市町村の区域
における消防を十分に果たすべき責任を有す
る市町村長等が行うのが適当である。

1349 13492010

(社)関西
経済連合
会､(社)関
西経済同
友会､関
西経営者
協会､
大阪商工
会議所､
京都商工
会議所､
神戸商工
会議所

新エネル
ギーの開
発・実用
化への広
域的対応

○「関西新エネルギーセンター(仮称）」がワンストップで許
認可や情報提供をできるよう、電気事業法、熱供給事業
法、消防法、高圧ガス保安法、建築基準法などの規制にか
かる許認可権限を国から「関西州（産業再生）特区」に移譲
すること。

総務省 0420280
防災・危機管理に関す
る権限移譲

災害対策基本
法
消防法等

Ｃ

　本提案においては特区・危機管理機構その
ものの内容が未だ検討中の段階である。その
ため、当庁所管の各法の検討内容について
未だ明らかでなく、現時点では対応することが
できない。
　国・地方間の権限配分については、引き続
き見直しを行っていく。

1475 14752010

(社)関西
経済連合
会､(社)関
西経済同
友会､関
西経営者
協会､
大阪商工
会議所､
京都商工
会議所､
神戸商工
会議所

広域的な
防災・危
機管理体
制の構築

○「関西広域防災・危機管理機構(仮称）」があらゆる災害
に対応できるようにするため、災害対策基本法はじめ所要
の法令等を改正すること。

○非常時に権限の集中が行えるよう、防災、災害救助、伝
染病予防等に関する国および府県の権限を必要に応じて
「関西州（産業再生）特区」に移譲すること

総務省 0420290
各種手続きの窓口一
本化

E

　提案主体である大垣市が根拠法令とした消
防法第３条は、屋外における火災予防措置命
令を、また同第４条は消防職員等による立入
検査を規定したものであり、大垣市が提案し
ている「イベント等の許認可又は届出」を規定
したものではない。また、消防法は、「イベント
等の許認可又は届出」を規定していない。

1489 14892020 大垣市

中心市街
地におけ
る水門
川・湧水
を活かし
たまちづ
くり構想

　河川及びその周辺道路で水に親しむイベントやオープン
カフェ等を企画する場合、河川敷の使用許可、道路の使
用・占用許可や消防署・保健所等への各種手続きが必要
となるが、総合窓口で一本化することにより手続きが簡略
化され、イベントの開催が短期で計画できる。

総務省 0420300
　石災法、消防法の申
請窓口の一本化

石油コンビナー
ト等災害防止法
第五条第一項、
第七条第一項、
消防法第十一
条第一項

事業者から新設・変更に関する計画の届
出
　　　　　　　↓
国で審査し、計画の内容により計画に対す
る指示、不指示を実施
　　　　　　　↓
着工、工事完了後、国に「完了届」を提出
　　　　　　　↓
国で確認検査を実施
　　　　　　　↓
適正な場合はその旨を関係機関に通知

＊なお、計画の届出があったときは関係
都道府県知事及び関係市町村長に意見を
聴き、工事完了の確認をしたときはその旨
を通知することとなっている。
＊計画に対する指示をするときは関係行
政機関の長に対し協議し、また、関係行政
機関の長は当該計画に対する「指示」を要
請することができることとなっている。

Ｃ

　一定量以上の石油・高圧ガスが貯蔵・取り
扱われる石油コンビナート等特別防災区域に
ついては、災害の発生及び拡大防止の観点
から、一体として防災体制を確立することが緊
要である。この特別防災区域に所在するレイ
アウト事業所については、多量の石油及び高
圧ガスが貯蔵・取り扱われることから、災害の
発生及び拡大防止のために特別な規制が必
要である。この規制は石油コンビナート等特
別防災区域という特別な区域における規制で
あり、地域の実情に関係なく統一的な判断の
もとに規制する必要がある。このことから審査
は国において実施すべきであり、届出窓口を
市町村にすることはできない。
　なお、届出については、総務大臣及び経済
産業大臣に届け出るよう義務づけられている
が、その際には両省が共同して受付を行って
おり、ワンストップサービスとなっているところ
である。

貴省の回答で
は、審査は国が
行う必要から対
応不可としてい
るが、審査は国
が行う場合で
も、申請（届出）
の受付の窓口を
市町村とするこ
とができない
か、再度検討
し、回答された
い。

Ｃ

　石油コンビナート等特別防災区域内の規制
については、石油に係る消防法、高圧ガスに
係る高圧ガス保安法があり、窓口はそれぞれ
市町村、都道府県となっている。
　石災法上のレイアウトについては、多量の
石油及び高圧ガスが存する事業所について、
地域の実情に関係なく統一的な判断のもとに
規制する必要があり、審査について国が実施
しているところである。
　３つの異なった法律の申請（届出）窓口を一
本化するのは、市町村（消防署）の所管外の
追加的な事務的負担、経費負担等から現実
的ではなく、また、地域の実情に応じた安全
性の確保にはつながるものではない。さらに、
石災法上の申請（届出）を市町村に行うこと
は、事業者側の手続きとしては現在と同様ワ
ンストップであるが、市町村を経由することに
より事務手続きに時間がかかることとなり、か
えってサービスの低下になるものである。

　右の提案主体
からの意見を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

事業所のレイアウトに関する情報は、事業所内の危険物施設等
を規制する消防法の指導においても重要な情報であり、届出の
受付事務を地域（市町村消防）が担当することにより事業所のレ
イアウト等の保安環境を考慮した効果的な消防規制ができるもの
と考えます。また、地域が届出の受付をし、意見を付して国へ進
達することにより国からの意見照会が省略でき、地域において早
い時期から消防法に基づく指導も可能となり、事業者に対して迅
速なサービスを提供するとともに、より効果的な保安行政が可能
になると考えます。

Ｃ ー

　レイアウト規制に関する情報につ
いては、市町村に意見を聴く仕組が
現行制度においても規定されてお
り、その制度の中で当該情報を得ら
れることから、市町村が受付するこ
とによる新たな効果の発生はないと
考える。
　また、地域（市町村消防）が届出
の受付をし、意見を付して進達する
ことは、主務省庁によるレイアウト
審査がなされる以前の計画につい
て意見を付すことになる。この場
合、主務省庁の指示等による計画
の変更があれば、再度市町村長に
対して意見を聴かなければならず、
事務処理時間の長期化を招くことと
なり、事業者に対するサービスの低
下になるものである。
　したがって、左記の意見に基づく
提案事項については認められない。

1584 15842020

三重県､
四日市
市､四日
市港管理
組合

四日市臨
海部地域
再生計画
（仮称）

　コンビナート企業の石災法にかかるレイアウト規制の申
請は国、消防法は市町村（消防署）と、申請窓口が異なる。
よって、これらの申請窓口を市町村（消防署）に一本化す
る。
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